
○写  

柏市監査委員告示第１０号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第

４項の規定による定期監査並びに同条第２項の規定による行政監査

を実施したので，同条第９項の規定による監査の結果に関する報告

を別紙のとおり公表します。  

 併せて，同条第１０項の規定による監査の結果に関する報告に添

える意見を公表します。  

 

令和  ７年１２月１５日  

 

柏市監査委員   髙  橋  秀  明  

柏市監査委員   小  栗  一  徳  

柏市監査委員   林    伸  司  

柏市監査委員   櫻  田  慎太郎  

 



 

 

 

 

令和７年度 

 

監査の結果に関する報告 

 
 

 

定 期  監  査  

行 政  監  査  

 

 

 

 

 

柏市監査委員  
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１  監査を実施した監査委員名  

髙  橋  秀  明  

小  栗  一  徳  

林    伸  司  

櫻  田  慎 太 郎  

 

２  監査の種類  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 及 び

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 定 期 監 査 並 び に 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 務

の 執 行 に 係 る 行 政 監 査  

 

３  監査の対象  

(1) １ 次 実 施 分  

ア  監 査 の 対 象 と し た 部 局  

(ｱ) 市 民 生 活 部  

(ｲ) 福 祉 部  

(ｳ) 環 境 部  

(ｴ) 経 済 産 業 部  

(ｵ) 上 下 水 道 局  

(ｶ) 消 防 局  

(ｷ) 議 会 事 務 局  

(ｸ) 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

(ｹ) 監 査 事 務 局  

(ｺ) 農 業 委 員 会 事 務 局   

(ｻ) 教 育 委 員 会 教 育 総 務 部  

(ｼ) 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部  

(ｽ) 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部  

イ  監 査 の 対 象 と し た 期 間  

令 和 ７ 年 度 分 で 令 和 ７ 年 ８ 月 ３ １ 日 ま で に 執 行 さ れ た 事 務

事 業 （ 必 要 と 認 め た 部 分 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 以 前 分 を 含

む 。 ）  
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(2) ２ 次 実 施 分  

ア  監 査 の 対 象 と し た 部 局  

(ｱ) 危 機 管 理 部  

(ｲ) 総 務 部  

(ｳ) 企 画 部  

(ｴ) 財 政 部  

(ｵ) 広 報 部  

(ｶ) 健 康 医 療 部  

(ｷ) こ ど も 部  

(ｸ) 都 市 部  

(ｹ) 土 木 部  

(ｺ) 会 計 課  

イ  監 査 の 対 象 と し た 期 間  

令 和 ７ 年 度 分 で 令 和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で に 執 行 さ れ た 事 務

事 業 （ 必 要 と 認 め た 部 分 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 以 前 分 を 含

む 。 ）  

 

４  重点監査項目及び着眼点  

(1) 重 点 監 査 項 目  

ア  適 正 な 事 務 の 執 行 状 況 の 確 認  

各 部 署 が 実 施 す る 財 務 に 関 す る 事 務 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の

管 理 並 び に 事 務 の 執 行 全 般 に つ い て ， 合 規 性 や 正 確 性 を 中 心

に ， 経 済 性 ， 効 率 性 ， 有 効 性 に も 着 目 し ， 財 務 監 査 に 加 え て

行 政 監 査 の 要 素 も 加 え た 監 査 を 実 施 す る 。  

ま た ， 実 効 性 及 び 網 羅 性 を 持 た せ る た め ， 必 要 に 応 じ て 令

和 ６ 年 度 以 前 の 事 務 も 監 査 対 象 と す る 。  

イ  個 人 情 報 流 出 ・ 漏 え い 事 故 の 発 生 状 況 等 の 確 認  

令 和 ６ 年 度 の 定 期 監 査 に お い て ， 個 人 情 報 を 含 む 文 書 の 誤

送 付 が 数 多 く の 部 署 で 発 生 し ， 中 に は 複 数 回 誤 送 付 が 発 生 し

て い る 部 署 が 複 数 存 在 す る こ と を 確 認 し た 。  

令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 付 け 柏 危 管 第 ７ ３ 号 の １ 「 個 人 情 報

取 扱 事 務 に 関 す る 作 業 品 質 の 確 保 及 び 個 人 情 報 漏 え い 時 の 対
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応 に つ い て （ 通 知 ） 」 に 基 づ き ， 各 部 署 に お い て 事 務 マ ニ ュ

ア ル が 整 備 さ れ た が ， 事 務 マ ニ ュ ア ル の 整 備 後 に 個 人 情 報 流

出 ・ 漏 え い 事 故 が 発 生 し た 案 件 に 関 し て は ， 特 に 発 生 状 況 や

再 発 防 止 策 等 に つ い て 確 認 す る 。  

ウ  土 地 の 賃 貸 借 に 係 る 事 務 の 確 認  

土 地 の 賃 貸 借 に 係 る 事 務 を 規 則 等 に 基 づ き ， 適 正 に 行 っ て

い る か を 確 認 す る 。  

エ  債 務 負 担 行 為 を 設 定 し た 事 業 に 係 る 事 務 の 確 認  

令 和 ６ 年 度 の 当 初 予 算 及 び 補 正 予 算 で 債 務 負 担 行 為 を 新 た

に 設 定 し た 事 業 に 係 る 契 約 事 務 等 を 適 正 に 行 っ て い る か を 確

認 す る 。  

オ  各 債 権 に 係 る 事 務 の 確 認  

令 和 ６ 年 度 の 定 期 監 査 に お い て ， 債 権 に つ い て は ， 発 生 初

期 段 階 に お い て 迅 速 な 対 応 を 取 る こ と が 不 可 欠 で あ る こ と や ，

滞 納 者 そ れ ぞ れ の 状 況 に 応 じ た メ リ ハ リ の あ る 債 権 管 理 を 検

討 さ れ た い と の 意 見 を 添 え た 。 そ の こ と を 踏 ま え ， 各 債 権 に

つ い て ， 徴 収 事 務 ， 滞 納 整 理 事 務 を 適 正 に 行 っ て い る か ， 必

要 な 手 続 を 行 っ て い る か 等 を 確 認 す る 。  

 

 (2) 着 眼 点  

柏 市 監 査 基 準 第 １ ３ 条 第 ４ 項 第 ３ 号 に よ る ， 柏 市 監 査 等 実 施

要 領 ４ (2)別 項 に 定 め る 監 査 等 の 着 眼 点 の う ち ， 「 第 １ 節  財

務 事 務 監 査 の 着 眼 点 」 ， 「 第 ２ 節  経 営 に 係 る 事 業 管 理 監 査

の 着 眼 点 」 及 び 「 第 ３ 節  行 政 監 査 の 着 眼 点 」 を 用 い た 。  

ま た ， こ れ ま で 実 施 し た 監 査 等 に お け る 指 摘 や 意 見 等 に つ い

て ， 各 部 局 で ど の よ う な 対 応 を 行 い ， ま た 問 題 点 が あ っ た 場

合 は そ の 改 善 が 図 ら れ て い る か を 確 認 し た 。  

 

５  監査の主な実施内容  

 (1) 監 査 資 料  

ア  職 員 の 配 置 状 況 調  

イ  主 な 事 業 の 状 況 調  
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ウ  債 権 に 関 す る 状 況 調  

エ  予 算 執 行 状 況 調 （ 歳 入 ）  

オ  予 算 執 行 状 況 調 （ 歳 出 ）  

カ  委 託 事 務 ・ 事 業 契 約 状 況 調 （ 担 当 課 扱 い ）  

キ  委 託 事 務 ・ 事 業 契 約 状 況 調 （ 担 当 課 扱 い ） 付 表  

ク  工 事 請 負 契 約 状 況 調 （ 担 当 課 扱 い ）  

ケ  工 事 請 負 契 約 状 況 調 （ 担 当 課 扱 い ） 付 表  

コ  現 金 等 の 取 扱 い 状 況 調  

 

 (2) 簿 冊 及 び 電 子 決 裁 文 書 の 調 査  

監 査 の 対 象 部 署 か ら ， 土 地 貸 付 ， 契 約 ， 会 計 年 度 任 用 職 員 及

び 切 手 等 管 理 の 関 係 簿 冊 等 を 提 出 さ せ る と と も に 公 文 書 管 理

シ ス テ ム 等 を 閲 覧 し ， ま た 必 要 に 応 じ て 担 当 職 員 へ の 聞 き 取

り を 含 め て 調 査 を 実 施 し た 。  

 

 (3) 現 地 調 査  

現 金 等 の 取 扱 い が あ る 部 署 に 赴 き ， 公 金 及 び 準 公 金 等 の 管 理

状 況 等 に つ い て 調 査 を 実 施 し た 。 加 え て ， 市 内 小 中 学 校 及 び

市 立 柏 高 等 学 校 に 赴 き ， 公 金 ， 準 公 金 及 び 理 科 室 の 薬 品 等 の

管 理 状 況 等 に つ い て 調 査 を 実 施 し た 。  

 

６  監査の期間及び質疑日・質疑実施場所  

 (1) 期 間  

令 和 ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 ま で  

 

(2) 質 疑 日 ・ 質 疑 実 施 場 所  

ア  １ 次 実 施 分  

令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 ， 同 月 １ ４ 日 ， 同 月 １ ５ 日  

柏 市 役 所 本 庁 舎 第 ５ ・ ６ 委 員 会 室  

イ  ２ 次 実 施 分  

令 和 ７ 年 １ １ 月 ７ 日 ， 同 月 １ ０ 日  

柏 市 役 所 本 庁 舎 第 ５ ・ ６ 委 員 会 室  



5  

 

７  監査の結果  

監 査 は ， 柏 市 監 査 基 準 に 準 拠 し 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， 特 に 次 の

事 項 に つ い て は ， 柏 市 監 査 等 の 結 果 等 取 扱 要 領 に 定 め る 結 果 の 判

断 基 準 に よ り 指 摘 事 項 又 は 注 意 事 項 に 該 当 す る も の と 決 定 し た 。  

全 て の 部 署 に お い て ， 関 係 法 令 等 を 遵 守 し た 財 務 及 び そ の 他 の

事 務 を 執 行 し て い る か ， 今 一 度 確 認 さ れ 適 正 な 事 務 の 執 行 に 努 め

ら れ た い 。  

 

【指摘事項】  

  本 監 査 に お け る 指 摘 事 項 は 以 下 の と お り で あ る 。  

 

 (1) 法令等に重大な違反があるもの（ 柏 市 財 務 規 則 別 表 第 ２ （ 第

３ 条 ） ， 財 務 会 計 の 手 引 Ｐ ８ ５ ， ８ ８ ， 契 約 事 務 の 手 引 き Ｐ ３

１ ， ６ ４ ）  

本 件 は ， 契 約 事 務 に お い て 専 決 権 限 を 有 す る 者 （ 以 下 「 決 裁

権 者 」 と い う 。 ） の 決 裁 を 受 け ず に 事 務 を 進 め て い た 事 案 で あ

る 。  

ア  福 祉 部 障 害 福 祉 課 で は ， 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 ま で に 施 行 伺

を 起 票 し た 金 額 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 委 託 契 約 の 施 行 伺 及 び

見 積 り 合 わ せ 結 果 報 告 を ， 決 裁 権 者 で あ る 部 長 ま で で は な く

課 長 ま で の 決 裁 で 事 務 を 進 め て い た 。  

イ  経 済 産 業 部 農 政 課 で は ， 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 ま で に 施 行 伺

を 起 票 し た 金 額 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 委 託 契 約 の 見 積 り 合 わ

せ 結 果 報 告 を ， 決 裁 権 者 で あ る 部 長 ま で で は な く 課 長 ま で の

決 裁 で 事 務 を 進 め て い た 。 な お ， 令 和 ５ 年 度 及 び 令 和 ６ 年 度

も 決 裁 権 者 の 決 裁 を 受 け ず に 契 約 し て お り ， 改 善 の 努 力 を 怠

っ て い る と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

 

決 裁 と は ， 担 当 職 員 が 決 定 権 限 の あ る 上 司 に 伺 い を 立 て る た

め 起 案 し ， 関 係 者 の 決 裁 ラ イ ン を 経 て 決 裁 を 得 る こ と で 意 思 決

定 を 行 う 重 要 な 手 続 で あ り ， 行 政 組 織 の 意 思 決 定 シ ス テ ム の 基

本 で あ る 。 ま た ， 柏 市 事 務 決 裁 規 程 第 １ 条 の 目 的 に 記 載 の と お
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り ， 決 裁 は 事 務 処 理 に 対 す る 責 任 の 所 在 を 明 確 に す る た め の 行

為 で も あ る 。  

今 回 確 認 し た 誤 り は ， い ず れ も 柏 市 財 務 規 則 等 の 確 認 不 足 や

誤 認 に 起 因 す る も の で あ り ， 悪 意 は 認 め ら れ な い が ， 決 裁 権 者

の 必 要 な 決 裁 を 失 念 す る と い う こ と は ， 決 裁 の 持 つ 意 義 や 目 的

を 軽 ん じ て い る と い う こ と に ほ か な ら な い 。  

一 方 ， 本 指 摘 事 項 の 件 数 は ， 前 年 度 の １ ６ 件 か ら 今 年 度 は ２

件 に 減 少 し て お り ， 各 部 署 が 規 則 等 の 確 認 や チ ェ ッ ク 体 制 の 強

化 に 努 め て き た 成 果 で あ り ， 全 庁 的 な 改 善 の 進 展 が あ る も の と

評 価 で き る 。  

た だ し ， 経 済 産 業 部 農 政 課 で は ３ 年 連 続 で 同 様 の 誤 り が 生 じ

て い る こ と か ら ， 改 善 が 不 十 分 で あ り ， 重 大 な 問 題 と し て 捉 え

る 必 要 が あ る 。 こ の 教 訓 を 生 か す た め に 前 年 度 の 指 摘 内 容 で あ

る ， 指 摘 さ れ た 事 務 処 理 の 誤 り に つ い て 当 該 書 類 等 に 内 容 を 明

記 し ， 次 年 度 の 事 務 処 理 担 当 者 が 当 該 書 類 等 を 参 照 し た 際 に 指

摘 さ れ た 事 項 が 明 確 に 分 か る よ う に し て お く 等 の 対 策 を 徹 底 す

る と と も に ， 決 裁 手 続 の 要 点 を 整 理 し た 事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル の

整 備 な ど 組 織 的 に 誤 り を 防 ぐ 仕 組 み の 構 築 を 強 く 求 め る 。  

以 上 を 踏 ま え ， 全 庁 的 な 改 善 の 流 れ を 確 実 な も の と し ， 適 正

な 事 務 処 理 を 継 続 的 に 維 持 す る 体 制 の 整 備 に 向 け ， 不 断 の 取 組

を 求 め る 。  

全 部 署  

福 祉 部 障 害 福 祉 課  

経 済 産 業 部 農 政 課  

 

 (2) 公金の支出に適正を欠くもの（ 会 計 年 度 任 用 職 員 服 務 の 手 引

Ｐ １ ０ ， ３ ６ ， ４ ０ ， ４ ５ ， ４ ６ ）  

本 件 は ， 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 ， 勤 勉 手 当 及 び 通 勤 費 の 支

給 誤 り が 生 じ て い た こ と に 本 監 査 で 発 見 さ れ る ま で 気 付 か な か

っ た 事 案 で あ る 。  

ア  危 機 管 理 部 防 災 安 全 課 で は ， 会 計 年 度 任 用 職 員 の ７ 月 の 通

勤 費 に つ い て ， 支 給 対 象 外 と な る 特 別 休 暇 も 実 出 勤 日 数 に 含
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め て 計 算 し ， 過 大 に 支 給 し て い た 。  

イ  市 民 生 活 部 市 民 活 動 支 援 課 南 部 近 隣 セ ン タ ー で は ， 会 計 年

度 任 用 職 員 の ４ 月 の 報 酬 に つ い て ， 出 勤 簿 に 出 勤 時 の 確 認 印

が 押 さ れ て い な か っ た た め ， 実 出 勤 日 数 が １ ３ 日 の と こ ろ １

２ 日 分 し か 支 給 し て い な か っ た 。  

ウ  市 民 生 活 部 沼 南 支 所 で は ， 月 途 中 で 交 通 手 段 が バ ス 及 び 電

車 か ら 自 家 用 車 に 変 わ っ た 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通 勤 費 に つ い

て ， 自 家 用 車 の 使 用 距 離 に 応 じ た 支 給 日 額 を 誤 っ て 倍 額 で 計

算 し ， 過 大 に 支 給 し て い た 。  

エ  こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー で は ， 会 計 年 度 任 用 職 員 の 時

間 外 勤 務 に 対 す る ５ 月 及 び ７ 月 の 割 増 報 酬 に つ い て ， １ 日 の

勤 務 時 間 が ７ 時 間 ４ ５ 分 を 超 え た 時 間 に つ い て は 割 増 率 １ ．

２ ５ の 割 増 報 酬 を 支 給 す る と こ ろ ， ７ 時 間 ４ ５ 分 の 所 定 勤 務

時 間 に 時 間 単 位 の 年 次 有 給 休 暇 の 取 得 分 を 含 め て い な か っ た

た め ， そ の 分 の 割 増 報 酬 を ， 過 少 に 支 給 し て い た 。  

オ  こ ど も 部 保 育 運 営 課 で は ， 会 計 年 度 任 用 職 員 の ７ 月 の 報 酬

に つ い て ， 出 勤 簿 に 押 印 す る 出 勤 時 の 確 認 印 が 不 明 瞭 で あ っ

た た め ， 実 出 勤 日 数 が １ ５ 日 の と こ ろ １ ４ 日 と 誤 認 し ， 過 少

に 支 給 し て い た 。  

カ  環 境 部 環 境 政 策 課 で は ， 交 通 機 関 を ２ 路 線 利 用 し て い る 会

計 年 度 任 用 職 員 の ４ 月 か ら ６ 月 ま で の 通 勤 費 に つ い て ， 本 来

で あ れ ば 路 線 ご と に Ｉ Ｃ 利 用 料 金 （ 日 額 ） と 定 期 券 （ 月 額 ）

の 比 較 を 行 い ， そ れ ぞ れ 安 価 な 額 を 支 給 す べ き と こ ろ ， 手 計

算 に よ る 確 認 を 行 わ ず ， 会 計 年 度 任 用 職 員 シ ス テ ム で 自 動 計

算 さ れ た ２ 路 線 の 合 計 額 に よ り 比 較 を 行 っ て い た 結 果 ， 過 大

に 支 給 し て い た 。  

キ  都 市 部 住 宅 政 策 課 で は ， 辞 令 ・ 勤 務 条 件 通 知 書 で 月 の 勤 務

日 数 を 定 め て い る 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 に つ い て ， 支

給 対 象 の 基 準 で あ る 「 基 準 日 の 時 点 で 週 当 た り １ ５ 時 間 ３ ０

分 以 上 の 勤 務 時 間 」 の 計 算 方 法 を 誤 認 し ， 支 給 対 象 外 の 勤 勉

手 当 を 支 給 し て い た 。  

ク  土 木 部 道 路 保 全 課 で は ， 会 計 年 度 任 用 職 員 ２ 名 分 の ８ 月 の
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通 勤 費 に つ い て ， 夏 季 休 暇 の 取 得 に 関 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

シ ス テ ム の 誤 入 力 に よ り ， 通 勤 日 数 が 実 出 勤 日 数 よ り 少 な く

計 算 さ れ た 結 果 ， 過 少 に 支 給 し て い た 。  

ケ  教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 政 策 課 で は ， 辞 令 ・ 勤 務 条 件 通

知 書 で 月 の 勤 務 日 数 を 定 め て い る 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手

当 に つ い て ， 支 給 対 象 の 基 準 で あ る 「 基 準 日 の 時 点 で 週 当 た

り １ ５ 時 間 ３ ０ 分 以 上 の 勤 務 時 間 」 の 計 算 方 法 を 誤 認 し ， 支

給 対 象 外 の 勤 勉 手 当 を 支 給 し て い た 。  

コ  教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 ア フ タ ー ス ク ー ル 課 で は ， 通 勤 に お

け る バ ス 利 用 に 関 し ， 会 計 年 度 任 用 職 員 服 務 の 手 引 に 支 給 対

象 と し て 記 載 の あ る 「 原 則 と し て バ ス の 利 用 距 離 が 片 道 ２ ㎞

以 上 の 場 合 」 に 該 当 し て い な い 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通 勤 費 に

つ い て ， バ ス の 利 用 距 離 は 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 だ が ， 勤

務 地 最 寄 り の バ ス 停 留 所 か ら 勤 務 地 ま で の 徒 歩 分 も 含 め て 片

道 ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上 と な る 場 合 も 支 給 対 象 に な る と 誤 認 し ，

支 給 し て い た 。  

 

今 回 確 認 し た 事 案 の 多 く は ， 令 和 ６ 年 度 の 定 期 監 査 に お い て

も 指 摘 事 項 と し て い た 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 及 び 通 勤 費 の 支

給 誤 り に 関 す る 事 案 で あ っ た 。 こ れ ら は ， 過 去 数 年 に わ た り 繰

り 返 し 指 摘 し て い る も の で あ り ， 前 年 度 の 指 摘 内 容 で も あ る ，

担 当 職 員 の 会 計 年 度 任 用 職 員 に 関 す る 制 度 の 認 識 不 足 や ， 決 裁

ラ イ ン で の 確 認 の 徹 底 が 改 善 さ れ な い こ と は ， 甚 だ 遺 憾 で あ る 。  

し か し な が ら ， こ の 状 況 は ， 以 前 か ら 指 摘 し て い る ア ナ ロ グ

的 な 勤 怠 管 理 の 限 界 を 示 す も の で あ る と も 考 え ら れ る 。 会 計 年

度 任 用 職 員 関 係 事 務 を 統 括 す る 総 務 部 人 事 課 を 始 め ， 上 下 水 道

局 総 務 課 及 び 教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 総 務 課 並 び に 報 酬 等 の

支 給 事 務 を 担 当 す る 総 務 部 人 事 課 給 与 厚 生 室 に お い て は ， 企 画

部 Ｄ Ｘ 推 進 課 と 連 携 し て 勤 怠 管 理 シ ス テ ム の 一 部 導 入 を 進 め て

い る こ と は ， デ ジ タ ル 技 術 の 利 活 用 の 推 進 と し て 評 価 で き る 。

今 後 ， 成 果 の 検 証 を 行 い ， 全 庁 的 に 誤 り の 発 生 防 止 及 び 確 認 作

業 の 省 力 化 を 進 め る た め に ， 勤 怠 管 理 シ ス テ ム の 全 面 導 入 を 図
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ら れ た い 。  

一 方 で ， 予 算 や 技 術 的 な 制 約 か ら シ ス テ ム 化 が 困 難 な 事 務 や ，

通 勤 経 路 及 び 通 勤 費 の 定 期 的 な 確 認 等 ， 人 的 作 業 に よ ら ざ る を

得 な い 一 部 の 事 務 に つ い て は ， 手 引 の 見 直 し ， 例 外 処 理 の 明 文

化 及 び 研 修 の 実 施 等 を 通 じ て ， 各 部 署 に お い て 会 計 年 度 任 用 職

員 制 度 の 理 解 が 容 易 に 図 ら れ る よ う 取 り 組 む こ と も 引 き 続 き 重

要 で あ る の で 努 め ら れ た い 。  

危 機 管 理 部 防 災 安 全 課  

総 務 部 人 事 課 ， 同 人 事 課 給 与 厚 生 室  

企 画 部 Ｄ Ｘ 推 進 課  

市 民 生 活 部 市 民 活 動 支 援 課 南 部 近 隣 セ ン タ ー ， 同 沼 南 支 所  

こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー ， 同 保 育 運 営 課  

環 境 部 環 境 政 策 課  

都 市 部 住 宅 政 策 課  

土 木 部 道 路 保 全 課  

上 下 水 道 局 総 務 課  

教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 総 務 課 ， 同 教 育 政 策 課  

教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 ア フ タ ー ス ク ー ル 課  

 

【注意事項】  

  注 意 事 項 は ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 事 務 の 執 行 に お

け る 基 本 的 な 事 項 と し て ， 妥 当 性 に 欠 け 改 善 を 要 す る も の 及 び 軽

易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で 速 や か に 改 善 が 可 能 と 判 断 し た も の （ 監

査 執 行 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む ） で あ る 。  

  本 監 査 に お け る 注 意 事 項 は 以 下 の と お り で あ る 。  

 

 (1) 契約関係事務の不適切な処理について  

  ア  工事，委託等に関わる契約行為（＝支出負担行為）が行わ

れていたにもかかわらず，支出負担行為伺票の起票が遅れて

い た り ， 漏 れ て い た も の （ 柏 市 財 務 規 則 別 表 第 ３ （ 第 ６ ３

条 ） ）  

危 機 管 理 部 防 災 安 全 課  
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財 政 部 収 納 課  

市 民 生 活 部 市 民 活 動 支 援 課 布 施 近 隣 セ ン タ ー ， 同 ス ポ ー ツ

課 ， 同 市 民 課 柏 駅 前 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー  

健 康 医 療 部 高 齢 者 支 援 課 ， 同 地 域 医 療 推 進 課 ， 同 総 務 企 画

課 ， 同 衛 生 検 査 課  

こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

環 境 部 清 掃 施 設 課  

都 市 部 公 園 緑 地 課  

教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 施 設 課 ， 同 学 校 財 務 課  

教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 ア フ タ ー ス ク ー ル 課  

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 教 職 員 課 ， 同 市 立 柏 高 等 学 校  

  イ  見積り合わせで徴取した見積書に代表者の記名又は代表者

印の押印がなかったもの（ 柏 市 随 意 契 約 見 積 心 得 第 ５ 条 ， 第

１ ０ 条 ）  

広 報 部 広 報 広 聴 課  

市 民 生 活 部 市 民 活 動 支 援 課 南 部 近 隣 セ ン タ ー  

健 康 医 療 部 高 齢 者 支 援 課  

福 祉 部 生 活 支 援 課  

土 木 部 道 路 保 全 課  

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 教 育 研 究 所  

  ウ  見積り合わせで徴取した見積書の代表者の記名が氏だけの

記載だったもの（ 柏 市 随 意 契 約 見 積 心 得 第 ５ 条 ， 第 １ ０ 条 ）  

市 民 生 活 部 市 民 活 動 支 援 課  

  エ  決裁権者の決裁よりも前に協定を締結していたもの  

市 民 生 活 部 市 民 課  

  オ  会計年度の初日（４月１日）を契約締結日とする案件では

ないにもかかわらず，令和６年度中に見積り合わせ結果報告

に関する決裁まで行っていたもの（ 地 方 自 治 法 第 ２ ０ ８ 条 ）  

健 康 医 療 部 健 康 増 進 課  

  カ  担当課案件の長期継続契約に係る施行伺について，必要と

なる財政部契約課の合議を欠いたもの（ 財 務 会 計 の 手 引 き Ｐ

９ ２ ， 長 期 継 続 契 約 の 手 引 Ｐ ９ ）  
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健 康 医 療 部 保 険 年 金 課  

  キ  委託契約の金額が１００万円以上の担当課契約に係る令和

７年５月１４日以前に起票した施行伺について，必要となる

財政部財政課の合議を欠いたもの（ 財 務 会 計 の 手 引 き Ｐ ８ ５ ，

８ ８ ）  

福 祉 部 障 害 福 祉 課  

  ク  見積り合わせで徴取した見積書の日付が未記入だったもの  

こ ど も 部 保 育 運 営 課  

  ケ  緊急時の発注手続きにおける設計額が１００万円を超える

委託契約に係る施行伺について，必要となる財政部契約課の

合議を欠いたもの（ 財 務 会 計 の 手 引 き Ｐ ９ ４ ）  

都 市 部 公 園 緑 地 課  

  コ  契約金 額が５０万円を 超える委託契約 について ,契約書の

作成が必要であるにもかかわらず省略していたもの（ 地 方 自

治 法 ２ ３ ４ 条 ， 柏 市 財 務 規 則 第 １ ４ ４ 条 ， 財 務 会 計 の 手 引 Ｐ

９ １ ）  

土 木 部 道 路 整 備 課  

  サ  数葉をもって１通とする契約書への割印が適切に行われて

いなかったもの（ 柏 市 財 務 規 則 第 ３ １ ４ 条 ， 文 書 事 務 ハ ン ド

ブ ッ ク 契 約 文 書 編 第 ３ 章 ２ １ ）  

土 木 部 道 路 整 備 課  

 

 (2) 会計年度任用職員関係事務の不適切な処理について  

  ア  バスの運賃改定に伴う通勤費変更依頼書又は鉄道の回数乗

車券販売終了に伴う通勤届が会計年度任用職員から提出され

なかったことにより，通勤費を過少に支給していたもの  

健 康 医 療 部 保 険 年 金 課 国 民 年 金 室  

福 祉 部 福 祉 政 策 課  

こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

  イ  辞令・勤務条件通知書の年次有給休暇の付与日数の記載が

誤っていたもの（ 柏 市 会 計 年 度 任 用 職 員 勤 務 時 間 等 規 則 第 １

２ 条 ， 会 計 年 度 任 用 職 員 服 務 の 手 引 Ｐ １ ５ ～ １ ８ ）  
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こ ど も 部 子 育 て 支 援 課  

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課  

  ウ  日によって自宅又は自宅以外から通勤している会計年度任

用職員の通勤費について，それぞれの通勤経路が記載された

通勤届に基づき実費を支給しており，主たる経路のみを認定

する決まりに反していたもの  

市 民 生 活 部 市 民 課 柏 駅 前 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー  

  エ  時間外勤務を命じたことで１日の勤務時間が８時間を超え

たが，業務の都合上，規定の休憩時間を与えられなかったも

の（ 労 働 基 準 法 第 ３ ４ 条 ， 柏 市 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 ３ 条 ， 柏

市 会 計 年 度 任 用 職 員 勤 務 時 間 等 規 則 第 ６ 条 ， 柏 市 上 下 水 道 局

職 員 就 業 規 則 第 ２ 条 ， 会 計 年 度 任 用 職 員 服 務 の 手 引 Ｐ ９ ）  

上 下 水 道 局 総 務 課  

 

 (3) 公印使用に関する不適切な処理について  

  ア  公 印 使 用 検 印 と 契 約 書 の 日 付 が 一 致 し て い な か っ た も の

（ 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ４ 条 ， 柏 市 公 印 規 程 第 ８ 条 ， 文 書 事 務 ハ

ン ド ブ ッ ク 契 約 文 書 編 第 ３ 章 １ ５ ）  

健 康 医 療 部 衛 生 検 査 課  

環 境 部 環 境 サ ー ビ ス 課  

消 防 局 警 防 課  

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

各 公 印 の 管 理 者  

  イ  見積り合わせ結果報告に関する起案用紙ではなく，施行伺

に関する起案用紙に公印使用検印を受けていたもの（ 柏 市 公

印 規 程 第 ８ 条 ）  

財 政 部 収 納 課  

土 木 部 道 路 整 備 課  

教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 施 設 課  

各 公 印 の 管 理 者  

  ウ  公印使用検印が漏れていたもの（ 柏 市 公 印 規 程 第 ８ 条 ）  

こ ど も 部 保 育 運 営 課  

土 木 部 道 路 整 備 課  

各 公 印 の 管 理 者  
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  エ  公印使用検印と協定書の日付が一致していなかったもの  

   （ 柏 市 公 印 規 程 第 ８ 条 ）  

市 民 生 活 部 市 民 課  

公 印 の 管 理 者  

  オ  市長印の使用区分（一般印又は専用印）が誤っていたもの

（ 柏 市 公 印 規 程 第 １ ０ 条 ， 文 書 事 務 ハ ン ド ブ ッ ク 公 印 の 管 理

編 第 ２ 章 第 １ 節 １ ）  

健 康 医 療 部 地 域 包 括 支 援 課  

公 印 の 管 理 者  

  カ  見積り合わせ結果報告に関する起案用紙ではなく，紙決裁

をしていない見積り合わせ結果報告に公印使用検印を受けて

いたもの（ 柏 市 公 印 規 程 第 ８ 条 ）  

環 境 部 廃 棄 物 政 策 課  

公 印 の 管 理 者  

  キ  見積り合わせ結果報告に関する起案用紙に加えて，施行伺

に関する起案用紙にも公印使用検印を受けており，また施行

伺に関する起案用紙に押印された公印使用検印の日付が公印

使用日と異なっていたもの（ 柏 市 公 印 規 程 第 ８ 条 ）  

土 木 部 道 路 整 備 課  

公 印 の 管 理 者  

 

  な お ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査 実

施 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の 他 の

事 務 事 業 は お お む ね 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め た 。  



 

 

 

 

令和７年度 

 

監査の結果に関する報告に添える意見  

 
 

 

定 期  監  査  

行 政  監  査  

 

 

 

 

 

柏市監査委員  
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１  意見を添える監査委員名  

髙  橋  秀  明  

小  栗  一  徳  

林    伸  司  

櫻  田  慎 太 郎  

 

２  意見の種類  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 及 び

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 定 期 監 査 並 び に 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 務

の 執 行 に 係 る 行 政 監 査 を 実 施 し た 結 果 ， 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ る

監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に ， 意 見 を 添 え る 必 要 が あ る と 認 め た こ

と か ら ， 同 条 第 １ ０ 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る も の で あ る 。  

 

３  意見の内容  

(1) 契約事務の適正化について  

本 件 は ， 契 約 事 務 の 適 正 化 に つ い て 意 見 を 付 す も の で あ る 。  

本 監 査 に お い て ， 競 争 入 札 に 付 し た が 不 調 と な り ， 再 度 の 入

札 に 付 す 時 間 的 余 裕 が な い た め 随 意 契 約 と な っ て い る 事 案 が 複

数 あ っ た 。  

特 に ， 工 事 請 負 契 約 に お い て は ， 近 年 の 技 術 者 不 足 や 資 材 価

格 の 高 騰 ， 工 事 発 注 時 期 の 集 中 に よ り 業 者 が 受 注 困 難 と な っ て

い る こ と が 入 札 不 調 が 増 加 し て い る 要 因 の 一 つ と 考 え ら れ る が ，

こ の 点 に つ い て は ， 施 工 時 期 の 平 準 化 の 促 進 に 向 け た 取 組 と し

て 国 土 交 通 省 が 示 し た ゼ ロ 債 務 負 担 行 為 （ ※ ） の 設 定 を ， 市 に

お い て も 継 続 し て 取 り 組 ん で い る と の こ と で あ り ， 今 後 の 入 札

不 調 の 減 少 が 期 待 さ れ る 。  

し か し ， 入 札 不 調 は ， 工 事 以 外 の 契 約 に お い て も 多 数 発 生 し

て い る た め ， 業 務 の 開 始 時 期 が 迫 っ て い る こ と に よ る 随 意 契 約

を 行 う 案 件 を 極 力 減 ら せ る よ う に ， 再 度 の 入 札 手 続 を 行 え る よ

う な 余 裕 を 持 っ た ス ケ ジ ュ ー ル 設 定 に つ い て も 検 討 さ れ た い 。  

本 来 ， 地 方 公 共 団 体 が 締 結 す る 契 約 は 競 争 入 札 が 原 則 で あ り ，

随 意 契 約 は ， 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 の 規
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定 に 該 当 す る 場 合 に 限 り 行 う こ と が で き る 例 外 的 な 契 約 方 法 で

あ る こ と を 改 め て 認 識 し ， 随 意 契 約 を 行 わ ざ る を 得 な い 場 合 は ，

そ の 公 正 性 及 び 透 明 性 を 確 保 し ， 随 意 契 約 を 行 う 理 由 を 明 確 に

市 民 へ 説 明 で き る よ う 努 め ら れ た い 。  

ま た ， 担 当 部 署 扱 い の 随 意 契 約 調 書 の 中 で 工 事 請 負 契 約 や 設

計 ， 測 量 委 託 等 複 数 の 契 約 に お い て 変 更 契 約 が 見 受 け ら れ た 。

契 約 締 結 後 に 不 測 の 工 事 や 調 査 が 発 生 す る 場 合 は 適 切 に 変 更 契

約 を 行 う 必 要 が あ る が ， 事 前 調 査 や 仕 様 書 の 精 査 を 行 い ， で き

る 限 り 当 初 契 約 に 盛 り 込 む こ と が 望 ま し い 。 や む を 得 ず 変 更 契

約 を 行 う 場 合 に は ， 契 約 の 公 正 性 及 び 透 明 性 を 確 保 す る た め ，

変 更 理 由 を 明 確 に す る 等 ， 十 分 な 説 明 責 任 を 果 た さ れ た い 。  

※ ゼ ロ 債 務 負 担 行 為 … 新 年 度 予 算 で 行 う 工 事 に ， 債 務 負 担 行 為 を 設 定

し 現 年 度 中 に 入 札 ， 契 約 締 結 を 行 う こ と で 新 年 度 当 初 の 施 工 を 可 能 に

す る も の 。 債 務 負 担 行 為 を 設 定 す る 年 度 に は 前 金 等 の 支 出 は 無 く （ ゼ

ロ ） ， 翌 年 度 以 降 の 支 出 と な る こ と か ら ， ゼ ロ 債 務 負 担 行 為 と 呼 ば れ

る 。  

全 部 署  

財 政 部 契 約 課  

 

(2) 個人情報漏えい事案の削減に向けた取組について  

本 件 は ， 個 人 情 報 漏 え い 事 案 の 削 減 に 向 け た 取 組 に つ い て 意

見 を 付 す も の で あ る 。  

本 市 に お い て は ， 近 年 ， 市 民 の 個 人 情 報 の 誤 発 送 を 始 め と す

る 情 報 漏 え い 事 案 が 複 数 発 生 し て お り ， 市 民 の 市 政 に 対 す る 信

頼 性 を 損 な う 重 大 な 問 題 と な っ て い る 。 そ の 中 で も ， 前 年 度 に

複 数 の 個 人 情 報 漏 え い 事 案 が 確 認 さ れ た 部 署 に お い て ， 今 年 度

も ２ か 月 連 続 で 同 様 の 事 案 が 発 生 し て い る 事 実 は ， 個 人 情 報 漏

え い 抑 制 に 向 け た 取 組 の 一 層 の 強 化 が 急 務 で あ る こ と を 示 し て

い る 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え ， 市 と し て 再 発 防 止 に 向 け た 明 確 な 姿

勢 が 求 め ら れ る 中 ， 個 人 情 報 の 漏 え い 防 止 に 関 す る 取 組 強 化 の

一 環 と し て 事 務 ミ ス ， 特 に 個 人 情 報 の 漏 え い 事 案 に つ い て ， 全
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庁 の 知 見 を 持 ち 寄 っ て 再 発 防 止 策 を 検 討 す る た め ， 今 年 ６ 月 か

ら 危 機 管 理 部 危 機 管 理 政 策 課 を 中 心 に 事 案 発 生 部 署 を 含 む 関 係

部 署 で 再 発 防 止 チ ー ム を 組 織 し ， 再 発 防 止 策 の 検 討 及 び 職 場 環

境 改 善 の 提 案 な ど 改 善 策 の 構 築 に 努 め て い る 。 ま た ， 危 機 事 象

の 集 計 ・ 分 析 結 果 を 用 い た 庁 内 へ の 啓 発 ， 個 人 情 報 漏 え い 対 策

に つ い て 動 画 や ク イ ズ 形 式 を 用 い た 分 か り や す い 研 修 の 実 施 な

ど 全 庁 掲 示 板 を 活 用 し た 情 報 共 有 や 注 意 喚 起 の 発 信 な ど を 通 し

て ， 組 織 的 ・ 継 続 的 な 取 組 が 進 め ら れ て い る 点 は 評 価 で き る 。  

一 方 で ， 事 案 が 発 生 し た 部 署 か ら は ， 職 場 環 境 の 改 善 の み で

は 決 定 的 な 解 決 に は 至 ら ず ， 事 務 量 に 対 す る 人 員 体 制 の 不 足 が

事 案 発 生 の 一 因 と な っ て い る と の 意 見 も あ る 。 再 発 防 止 策 の 実

効 性 を 確 保 す る た め に は ， 事 案 が 発 生 し た 部 署 に お い て ， 事 務

ミ ス を 発 生 さ せ な い よ う 職 員 一 人 一 人 が 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関

す る 意 識 を 高 め る と と も に ， 職 場 環 境 の 改 善 を 図 る こ と が 重 要

で あ る こ と に 加 え て ， 個 々 の 業 務 内 容 を 再 点 検 し ， Ｄ Ｘ の 手 法

等 を 活 用 し た 業 務 改 善 の 取 組 を 通 し て 業 務 量 と そ れ に 必 要 な 人

員 数 の 見 極 め を 行 っ た 上 で ， 必 要 な 人 員 体 制 整 備 に つ い て 総 務

部 人 事 課 な ど の 人 事 主 管 部 署 と 適 宜 連 携 し て い く こ と が 不 可 欠

で あ る 。  

な お ， 抜 本 的 な 業 務 改 善 を 本 気 で 推 進 し て い く の で あ れ ば ，

日 常 業 務 の 片 手 間 で 改 善 を 目 指 し て も 効 果 は 上 が ら な い 。 業 務

改 善 の 意 欲 を 持 っ た 職 員 と 業 務 内 容 を 熟 知 し た 職 員 が タ ッ グ を

組 み ， 目 指 す 目 標 を 見 定 め ， 期 限 を 切 っ て 取 り 組 ん で い く 必 要

が あ る 。 そ の た め に は ， 再 発 防 止 チ ー ム を 担 う 内 部 管 理 部 門 の

充 実 と ， 業 務 改 善 対 象 部 局 内 に お け る 人 員 の 弾 力 的 な 運 用 等 を

併 せ て 行 う な ど ， 一 定 の 期 間 ， 効 果 的 な 体 制 の 構 築 が 求 め ら れ

る 。 ま た ， こ う し た 体 制 に よ る 業 務 改 善 の 推 進 の 中 で ， 事 務 ミ

ス 等 の 原 因 が 恒 常 的 な 配 置 人 員 不 足 に よ る も の と 認 め ら れ た ケ

ー ス に お い て は ， 業 務 や 体 制 の 効 率 化 等 も 踏 ま え た 必 要 な 人 員

措 置 を 行 う べ き で あ る 。  

よ っ て ， 各 部 署 に お け る 業 務 改 善 や 効 率 的 ・ 効 果 的 な 業 務 運

営 の 推 進 の た め に は ， 個 別 の 事 案 発 生 部 署 に 限 ら ず ， 市 役 所 全
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体 と し て も 人 員 確 保 は 特 に 大 き な 課 題 で あ る と 認 識 し て い る 。

人 事 課 に お い て は ， 職 員 採 用 活 動 の 強 化 を 含 め ， 必 要 な 人 員 の

確 保 と 適 正 配 置 に 引 き 続 き 取 り 組 む こ と を 求 め る 。  

 

次 に ， 学 校 現 場 に お け る 複 数 の 個 人 情 報 漏 え い 事 案 が 確 認 さ

れ て い る 問 題 で あ る 。 こ れ ら の 事 案 に つ い て は ， 学 校 教 育 部 教

職 員 課 や 教 育 委 員 会 に お け る 個 人 情 報 保 護 の 主 管 部 署 で あ る 教

育 総 務 部 教 育 総 務 課 が 対 処 し て い る と こ ろ で あ る が ， 危 機 管 理

政 策 課 に お い て も ， 教 育 委 員 会 と 連 携 し な が ら ， 学 校 現 場 に お

け る 実 効 性 の あ る 再 発 防 止 策 の 検 討 及 び 実 践 に 関 し て ， 必 要 な

支 援 や 助 言 を 継 続 す る よ う 努 め ら れ た い 。  

な お ， 学 校 現 場 に お い て は 千 葉 県 教 育 委 員 会 の 動 向 に 左 右 さ

れ る と こ ろ も あ ろ う か と 思 わ れ る が ， 柏 市 内 の 公 立 学 校 で 発 生

し た 個 人 情 報 の 漏 え い 事 案 に つ い て ， 保 護 者 を 始 め と し た 市 民

が ど う 感 じ る か を 十 分 考 え 合 わ せ た 上 で ， 市 教 育 委 員 会 と し て

も 有 効 な 対 策 を 講 じ て い く 必 要 が あ る 。  

危 機 事 象 に お い て は ， 柏 市 危 機 管 理 基 本 計 画 に 「 全 庁 が 一 体

と な っ て 危 機 の 発 生 抑 制 と ， 危 機 が 発 生 し て も 最 小 限 の 影 響 に

留 め る 環 境 を 構 築 し て い く 」 と 定 め ら れ て い る 。 こ の こ と を 踏

ま え ， 市 及 び 市 教 育 委 員 会 と し て は ， 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 業 務

の 重 要 性 を 改 め て 認 識 し ， 市 役 所 全 体 で 危 機 意 識 の 共 有 と 再 発

防 止 策 の 徹 底 を 図 る こ と が 求 め ら れ る 。 一 度 失 っ て し ま っ た 市

民 の 信 頼 性 を 回 復 す る こ と は 容 易 で は な い こ と を 肝 に 銘 じ て ，

今 後 も 引 き 続 き 効 果 的 な 取 組 を 進 め ら れ た い 。  

全 部 署  

危 機 管 理 部 危 機 管 理 政 策 課  

総 務 部 行 政 課 ， 同 人 事 課  

企 画 部 Ｄ Ｘ 推 進 課  

教 育 委 員 会 教 育 総 務 部 教 育 総 務 課  

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 教 職 員 課  
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(3) 歳入の確保について  

本 件 は ， 歳 入 の 確 保 に つ い て 意 見 を 付 す も の で あ る 。  

市 で は 高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 扶 助 費 な ど の 社 会 保 障 関 係 費 の 増

加 が 今 後 も 見 込 ま れ る ほ か ， 公 共 施 設 の 更 新 時 期 に 伴 い 投 資 的

経 費 が 増 加 す る 見 通 し と な っ て お り ， 持 続 可 能 な 財 政 運 営 の た

め に は ， 歳 入 の 確 保 が 重 要 と な る 。  

そ の 中 で ， 自 主 財 源 の 確 保 並 び に 公 平 な 税 負 担 及 び 受 益 者 負

担 の 確 保 と い う 観 点 か ら ， 債 権 の 管 理 ・ 回 収 は 特 に 重 要 で あ る 。  

健 康 医 療 部 保 険 年 金 課 で は ， 令 和 ６ 年 度 か ら 金 融 機 関 へ の 預

貯 金 照 会 の オ ン ラ イ ン 化 や 自 動 架 電 シ ス テ ム に よ る 徴 収 催 告 の

導 入 な ど の 新 た な 収 納 対 策 を 講 じ て お り ， 今 年 度 か ら は 財 政 部

収 納 課 で も ， 市 税 の 現 年 度 滞 納 者 に 対 し て 自 動 音 声 電 話 に よ る

催 告 を 開 始 し た と こ ろ で あ る 。  

し か し な が ら ， 令 和 ６ 年 度 の 決 算 の 状 況 を 見 る と ， 一 般 会 計

及 び 特 別 会 計 の 歳 入 の 調 定 額 合 計 262,036,363,937 円 に 対 し て ，

時 効 が 完 成 し た 債 権 や 徴 収 権 が 消 滅 し た 債 権 の 額 ， 債 務 者 の 破

産 な ど に よ り 回 収 不 能 と 判 断 し て 債 権 を 放 棄 し た 額 な ど を 計 上

し た 不 納 欠 損 額 の 合 計 は 478,125,553 円 と な っ て お り ， 多 額 の

不 納 欠 損 額 が 発 生 し て い る 状 況 で あ る 。  

本 監 査 で 確 認 し た と こ ろ ， 例 え ば 収 納 課 で は 職 員 一 人 当 た り

の 受 持 ち 案 件 が 担 当 に よ っ て は ２ ， ５ ０ ０ 件 を 超 え て お り ， 全

て の 案 件 に 対 し て 等 し く き め こ ま や か に 対 処 す る こ と は 難 し く ，

時 効 が 完 成 し て し ま う 案 件 が 生 じ て い る と い う こ と で あ っ た 。

ま た ， ほ か の 債 権 を 保 有 す る 部 署 で も ， 債 権 回 収 に 関 す る 担 当

者 が 少 な く ， 回 収 を 進 め る た め の 体 制 が 不 十 分 で あ る と い っ た

課 題 が 確 認 さ れ た 。  

収 納 課 で は 前 述 の よ う に 自 動 音 声 電 話 に よ る 催 告 な ど 新 た な

取 組 を 開 始 し て い る と こ ろ で は あ る が ， 収 納 対 策 は 全 庁 的 な 取

組 と し て ， よ り 推 進 し て い く 必 要 が あ る と 考 え る 。  

企 画 部 Ｄ Ｘ 推 進 課 で は 今 年 度 か ら ， 高 度 な Ｄ Ｘ ス キ ル と 最 先

端 の 技 術 や 手 法 を 駆 使 し ， 内 外 部 の 人 材 や 組 織 と 協 働 し な が ら

市 全 体 を 対 象 と し 最 適 な 解 決 策 を 提 案 ・ 実 行 す る こ と で ， 市 の
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Ｄ Ｘ 推 進 の 中 心 的 な 役 割 を 担 う Ｄ Ｘ ス ペ シ ャ リ ス ト 人 材 を 登 用

し て お り ， Ｄ Ｘ ス ペ シ ャ リ ス ト 人 材 が 携 わ っ た 健 康 医 療 ・ 福

祉 ・ 税 務 部 署 等 で の Ｒ Ｐ Ａ （ ※ ） の 導 入 に よ り ， 令 和 ７ 年 ９ 月

末 時 点 で 約 １ ， ２ ７ ０ 時 間 の 業 務 時 間 を 削 減 す る な ど ， 成 果 も

出 て い る と の こ と で あ っ た 。  

Ｄ Ｘ 推 進 課 及 び 債 権 を 保 有 す る 部 署 に お い て は ， 今 後 も デ ジ

タ ル ツ ー ル の 利 活 用 に よ り 業 務 効 率 化 を 図 る と と も に ， Ｄ Ｘ ス

ペ シ ャ リ ス ト を 中 心 に デ ジ タ ル 技 術 を 踏 ま え た 業 務 プ ロ セ ス の

見 直 し や 業 務 改 善 に 関 し て も 取 り 組 み ， 債 権 回 収 に 係 る 業 務 が

適 切 に 実 施 で き る 体 制 を 構 築 し て ， 収 納 率 の 向 上 を 図 ら れ た い 。  

 

な お ， 柏 市 第 六 次 総 合 計 画 に よ る と ， ２ ０ ３ ５ 年 に 市 の 人 口

は ピ ー ク を 迎 え る と と も に ， 生 産 年 齢 人 口 の 割 合 は 低 下 す る と

さ れ て お り ， 現 行 の 市 の 税 収 構 造 が 個 人 市 民 税 な ど 個 人 に 依 存

す る も の と な っ て い る こ と か ら ， 今 後 人 口 減 少 局 面 を 迎 え た 際

に は ， 税 収 が 減 少 に 転 じ る こ と が 懸 念 さ れ て い る 。 ま た 市 外 で

就 労 す る 人 が も た ら す 収 入 へ の 依 存 度 が 高 く ， 市 内 で 就 労 す る

人 が 少 な い 状 況 で あ る こ と も 指 摘 さ れ て い る 。  

そ の こ と を 踏 ま え る と ， 雇 用 の 拡 大 や 地 域 産 業 の 振 興 だ け で

な く 個 人 市 民 税 に 代 わ る 税 収 の 確 保 に も つ な が る 企 業 誘 致 は ，

今 後 も 一 定 の 歳 入 を 確 保 す る た め の 重 要 な 取 組 の 一 つ で あ る と

考 え る 。  

本 監 査 で 確 認 し た と こ ろ ， 企 業 誘 致 に つ い て は 大 規 模 な 誘 致

に 対 応 で き る 工 業 用 途 の 土 地 が 少 な い こ と が 課 題 と さ れ て い る 。

こ の 課 題 解 決 に 向 け 担 当 部 署 で あ る 経 済 産 業 部 産 業 政 策 ・ ス タ

ー ト ア ッ プ 推 進 課 で は ， 庁 内 関 係 部 署 と 連 携 し 産 業 用 地 の 確 保

に 向 け た 取 組 や 手 法 の 検 討 を 行 っ て い る 。 今 般 ， 事 業 者 か ら の

提 案 を 受 け ， 都 市 部 都 市 計 画 課 に お い て ， 柏 北 部 中 央 ・ こ ん ぶ

く ろ 池 中 央 地 区 の 用 途 地 域 の 変 更 手 続 を 進 め て い る と の こ と で

あ っ た 。  

今 後 も 庁 内 関 係 部 署 が 連 携 し て ， 戦 略 的 な 企 業 誘 致 に 取 り 組

ま れ た い 。  
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※ Ｒ Ｐ Ａ … ロ ボ テ ィ ッ ク ・ プ ロ セ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン （ Robotic  

Process Automation） の 略 称 。 ⼈間 が コ ン ピ ュ ー タ を 操 作 し て 行 う 作

業 を ， ソ フ ト ウ ェ ア に よ る 自 動 的 な 操 作 に よ っ て 代 替 す る こ と 。  

債 権 を 保 有 す る 全 部 署  

企 画 部 Ｄ Ｘ 推 進 課  

経 済 産 業 部 産 業 政 策 ・ ス タ ー ト ア ッ プ 推 進 課  

都 市 部 都 市 計 画 課  

 


